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補助金の精算を行う必要がありますので，4

月中旬までに「実績報告書」等を子ども政策

課までご提出ください。提出後は，子ども政

策課にて内容の確認を行います。

「実績報告書」の確認が終わりましたら，

「確定通知書」にて結果をお知らせします。

内容によっては，補助金の一部返金等の可能

性もありますので御了承ください。

審査後（審査には時間がかかりますのでご了

承ください）に子ども政策課から交付・不交

付の決定を「交付（不交付）決定通知書」に

てお知らせします。

なお，支払は債権者・口座振替登録先又は

「交付申請書」記載の指定口座への振り込み

となります。

補助金の利用を決めましたら，9月13日まで

を目途に子ども政策課までお申出ください。

なお，申請にあたっては，「交付申請書」及

び「交付申請明細書」のご提出が必要となり

ます。なお，子ども食堂の場合，行事保険等

保険証書の写しを参考資料として併せてご提

出ください。

調布市子どもの食の確保事業補助金のスケジュール

子ども食堂等 子ども政策課

補助金の利用について，どのような内容でも

お気軽にお尋ねください。

金額の確定

（確定通知）

事前協議

補助金の申請

（交付申請）
審査

交付・不交付の決定

（交付決定）

補助金の支払い

ここまでの手続きを3/31までに

補助金の精算

（実績報告）
確認

ここまでの手続きを5/31までに

◆提出書類

・交付申請書

・交付申請明細書

・子ども食堂の場合，行事保険等保険証書の写し

・債権者登録の無い団体の場合，債権者登録兼支

払金口座振替依頼書

◆提出書類

・実績報告書

・出納帳

・領収書，レシート等

補助金は4/1からの支出分までさかのぼって利用することが可能ですが，

領収書やレシート等の支出が確認できる書類が必要となります。


